
食品中の
放射性物質対策

農林水産省

農地土壌・資材に関する取組
肥料等の対策

• 農地土壌の汚染を防ぐため、肥料、土壌改良資材、培土
等の資材の暫定許容値（400ベクレル/kg）を設定※。

• 各自治体等が検査を行い、許容値を超過するものについ
ては利用の自粛等を実施。

※堆肥等を長期間施用しても、原発事故前の農地土壌の
放射性セシウム濃度の範囲に収まるよう設定。食品と
は別の観点で設定。
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収穫後の放射性物質検査
・検査等のガイドラインを踏まえ各都道府県で検査を実施
・過去の検査結果等を踏まえ、放射性セシウム濃度の検出
・レベルの高い品目・地域について重点的に検査

 検査のガイドライン（検査計画、出荷制限等の品目・区域
の設定・解除の考え方）

 検査結果や知見の集積を踏まえて、より適確な検査が行われ
るよう見直し（平成23年4月4日の制定以来5回見直し）

 これまでの検査点数：約102万点（この他米の全袋検査3,227万
点など） 平成27年2月1日現在

 過去の検査結果等を分析し、基準値を超える可能性が
考えられる品目、地域について、特に綿密な検査を実施
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